
令和 4年度 第 1回千葉県博物館協議会会議 
 

日 時 令和５年１月１２日（木） 
午前１０時から 

会 場 千葉県立中央博物館 講堂 
 
 

次第 
 
 
１ 開会 
 
２ あいさつ 
 
３ 千葉県博物館協議会委員紹介  
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令和４年度 千葉県立美術館の概要 

 

１ 使命 

  千葉県立美術館は、千葉県ゆかりの美術資料を中心として体系的に収集、保管して後世に継承するとともに、

「みる・かたる・つくる」活動により新たな知見を創造し、美術情報を発信します。 
  さらに、この美術活動をとおして、美術を愛する人材を育成し、県民の学習および地域づくりを支援します。 
  ○調査・研究を基に、新たな美術資料の発見と価値を見出し、千葉県の美術・文化に関する資料を収集・保存

して、後世に伝えます。 
  ○美術資料や調査・研究の成果を知的資産として蓄積し、その情報を発信することによって県民と共有し、美

術の振興と発展に寄与します。 
  ○県民に専門性や体験を重視した生涯学習の機会を提供し、美術や文化を愛する人材を育成します。 
  ○美術館は地域の核となって、美術をとおしてまちづくり、地域文化振興、地域おこし、といった地域づくり

を支援します。 
 

２ 住所 

  千葉市中央区中央港１－１０－１（ＪＲ京葉線「千葉みなと駅」から徒歩約１０分） 
 

３ 沿革 

  昭和４９年４月１日機関設置、同年１０月２３日開館 
 

４ 施設 

（１）敷 地 面 積 ３３，０５７．８７㎡ 
（２）建物延床面積 １０，６６３．５７㎡（展示室面積：4,296.30㎡／収蔵庫面積：771.50㎡） 

※耐震補強工事実施済み 
 

５ 組織 

（１）職員数 

 ２４名（うち再任用７名） 
区分 行政職 研究職 兼務 会 計 年 度 任 用 職 員 計 

人数  ９名  １１名  １名  ３名  ２４名 

（２）組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  予算 

歳入 令和４年度当初 令和３年度当初 令和２年度当初 

予算額 １２，１６５千円 １０，８４９千円 ２２，５２２千円 
 

歳出 令和４年度当初 令和３年度当初 令和２年度当初 

予算額 １８５，７６０千円 ２７９，７６４千円 ２４０，４３４千円 

 

７ 収蔵資料 

区分 令和３年度末 令和２年度末 令和元年度末 

収蔵資料 ２，７９４点 ２，７７８点 ２，７７１点 

研究資料 １，６５２点 １，６５０点 １，６４５点 

館⻑（１）

副館⻑（１） 庶務課⻑（１）（副館⻑兼務）
庶務課（５）／兼務（１）

会計年度任⽤職員（３）

副館⻑（１）

普及課⻑（１） 普及課（５）

学芸課⻑（１）（副館⻑兼務） 学芸課（６）

資料１
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８ 入場者数 

年度 入場者数 美術館主催展覧会入場者数 うち有料入場者数 入場料収入 

令和３年度 77,202人 32,713人 16,046人 5,044,140円 
 

年度 入場者数 美術館主催展覧会入場者数 うち有料入場者数 入場料収入 

令和２年度 25,418人 16,053人 8,003人 2,319,390円 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休館 令和２年３月３日～５月25日／令和３年１月13日～３月22日 

年度 入場者数 美術館主催展覧会入場者数 うち有料入場者数 入場料収入 

令和元年度 122,238人 36,351人 9,869人 5,340,410円 
 
 

９ 令和４年度主要展示事業 

（１）企画展 

江口寿史イラストレーション展 彼女 令和４年10月29日（土）～令和５年１月15日（日） 

（２）コレクション展 

   第１期コレクション展 令和４年４月１日（金）～５月22日（日） 

（名品１－色彩のあじわい－／絵で見る房総の景色／詩歌と諸－詩歌の魅力×書の表現力－） 

   第２期コレクション展 令和４年５月28日（土）～７月18日（月・祝） 

    （名品２－浅井忠と工芸－／澤部清五郎とその周辺／春過ぎて夏来たるらし－夏の風物詩－） 

   第３期コレクション展 令和４年７月27日（水）～９月19日（月・祝） 

    （美術と文学－想を得る楽しさ－／カラフル！） 

   第４期コレクション展 令和５年１月25日（水）～３月21日（火・祝） 

    （名品４－旧制千葉中学から広がる堀江正章の系譜－） 

（３）美術館活性化事業 

   コレクション展活性化 名品３－クールベの嵐－ 令和５年７月27日（水）～９月19日（月・祝）） 

   山下麻衣＋小林直人－もし太陽に名前がなかったら－ 令和５年１月25日（水）～３月21日（火・祝） 

（４）第46回千葉県移動美術館 

   木更津市郷土博物館 金のすず 令和４年９月17日（土）～10月16日（日） 

 

10 令和４年度主要普及事業 

（１）実技講座 

   陶芸①－ロクロ成形と呉須で施す加飾を学ぼう－／陶芸②－ポットの成形と施釉の応用を学ぼう－／ホリデーアート 蜜蝋画

－蜜蝋で不思議な抽象画を描こう－／金工（鍛金）－銅板を叩いてカップをつくろう－／ホリデーアート コラグラフ－アル

ミホイルで版画をつくろう－／篆刻－オリジナルの雅印をつくろう－／「美術館とつくろう」展 

（２）ワークショップ・関連事業 

   こどもの日ワークショップ こどもの日記念缶バッジ作り／県民の日ワークショップ ビルダーカードで

アートしよう／夏休みワークショップ 粘土で遊ぼう／地域連携ワークショップ 夢のモノレールをつく

ろう／100 人ワークショップ 等身大から始めよう／クリスマスワークショップ 紙細工を楽しもう／スプ

リングワークショップ 色で遊ぼう／企画展関連／「山下麻衣＋小林直人」展関連／かんたんワークショッ

プ／対話型鑑賞教室 

（３）博学連携事業 

   学習支援キット貸出／ケンビーおもしろ創作・鑑賞教室／出張授業／中学生職場体験／千葉県立幕張総合高

等学校美術館講座／高校生のための美術館セミナー／博物館実習／大学連携展示／大学連携ワークショッ

プなど 

（４）研修事業 

   教師のためのアートガイダンス／千葉市中堅教諭等資質向上研修社会体験研修など 

（５）地域連携事業 

   成田アート博覧会／クリスマスマーケット／駅からハイキングなど 

（６）美術館活性化事業 

   ミュージアムコンサート 
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千葉県立中央博物館の概要（令和４年度） 
 
１ 使 命 

千葉県立中央博物館は、地域の市民と共に、自然と歴史に関わる資料・情報を収集・蓄積する

とともに、基礎的・国際的視野に立つ科学研究により、その新たな価値を発見し、教育、展示そ

の他全ての博物館活動を通して県民や社会へ発信し、県民共有の知的資産として未来へ伝える。   

また、千葉県の中核的総合博物館として、さまざまな市民の幅広い知的ニーズに応えつつ、双

方向の交流を通して、その生涯学習拠点となる。 

２ 場 所          

（１）本 館  千葉市中央区青葉町９５５－２（県立青葉の森公園内）  

（２）大 利 根 分 館   香取市佐原ハ４５００ 

（３）大多喜城分館  夷隅郡大多喜町大多喜４８１ 

（４）分館海の博物館  勝浦市吉尾１２３     
 

３ 機関設置  

（１）本 館 平成元年1月１１日（同年２月７日 一般公開） 

大 利 根 分 館 平成１８年４月１日分館化 

 令和４年度は５月２８日～６月１９日のみ開館 

 （大利根博物館 昭和５４年４月１日機関設置 同年１１月２１日一般公開） 

大多喜城分館 平成１８年4月１日分館化 令和３年１２月２７日から休館 

 （総南博物館 昭和５０年４月１日機関設置 同年９月１０日一般公開） 

（２）分館海の博物館 平成１１年３月１２日（同日 一般公開） 

          

４ 施 設          

（１）本 館  敷 地 面 積 13,178㎡   

  建物延床面積 15,254㎡ 

  （展示室面積4,291㎡/収蔵庫面積3,591㎡/研究・管理部門6,812㎡） 

生 態 園 敷 地 面 積 66,000㎡ 

  建物延床面積 758㎡ 

（２）大 利 根 分 館   敷 地 面 積 13,195㎡   

  建物延床面積 1,751㎡（展示室535.66㎡/収蔵庫253.83㎡） 

（３）大多喜城分館  敷 地 面 積 5,673㎡   

  建物延床面積 1,952.93㎡ 

  （展示室656.60㎡/収蔵庫310.93㎡/研修室246.75㎡等） 

（４）分館海の博物館  敷 地 面 積 7,161.01㎡   

  建物延床面積 7,696.13㎡（本館棟3,919㎡/駐車場3,694㎡等） 
 

５ 組織 

（１） 職員数 ７６名（うち、再任用１８名） 

区分 行政職 研究職 計 

本 館 １２名(２名) ５０名(１３名) ６２名 

大 利 根 分 館 ０名 ３名 (１名) ３名 

大多喜城分館 ０名 ２名 ２名 

分館海の博物館 ３名(１名) ６名(１名) ９名 

計 １５名(３名) ６１名(１５名) ７６名 

（注）自然保護課千葉県生物多様性センター兼務職員１名、文化振興課兼務職員２名を含む。（ ）内は再任用。 
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（２）組織図

 

 

６ 予算 

 令和４年度（千円） 令和３年度（千円） 増減（千円） 

本 館 ２１４，５２９   ２０３，９８９ １０，８４０ 

大 利 根 分 館 １６，４２８  １８，０８６  ▲１，６５８ 

大多喜城分館 １７，７２６ ２８，８５０ ▲１１，１２４  

分館海の博物館 ７３，６９６  ７８，２０３  ▲４，５０７ 

合  計 ３２２，８２５  ３２８，８２８  ▲６，４４９ 

 

７ 常設展示の構成 

（１）本 館 房総の自然と人間 

   房総の自然誌 

（房総の地学、房総の生物、海洋、生物の分類、小動物展示室） 

   房総の歴史 

   自然と人間のかかわり 

   体験学習室 

  生 態 園  房総の代表的自然を再現し、動植物の生態を身近に観察する野外施設 

（２）大 利 根 分 館  利根川の自然と歴史、千葉県の農業 

館⻑（１） 副館⻑（２） 庶務部⻑（１） 庶務課（7）

教育普及課（８）

企画調整課（７）

⾃然誌・歴史研究部⻑（１） 地学研究科（５）

動物学研究科（３）

植物学研究科（３）

歴史学研究科（４）

資料管理研究科（５）

⼤利根分館（３）

⼤多喜城分館（２）

⽣態・環境研究部⻑（１） ⽣態学・環境研究科（９）

環境教育研究科（３）

分館⻑（１） 分館海の博物館（９）
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（３）大多喜城分館  房総の城と城下町 

（４）分館海の博物館  房総半島の海の自然 

             房総の海  

さまざまな海の姿 

博物館をとりまく自然 

海と遊ぼう 
 

８ 収蔵資料 

 令和３年度 令和２年度 令和元年度 

本 館 1,111,127点 1,071,584点 1,050,774点 

大 利 根 分 館 18,548点 21,801点 21,800点 

大多喜城分館 2,020点 2,020点 2,020点 

分館海の博物館 74,073点 72,345点 71,217点 

合  計 1,216,768点 1,167,750点 1,145,811点 

 

９ 入館者数 

（１）令和３年度 

 入館者数 うち有料入館者数 入館料収入 

本 館 137,475人 19,627人 7,506,340円 

大 利 根 分 館 11,275人 1,533人 369,000円 

大多喜城分館 62,419人 24,756人 4,636,940円 

分館海の博物館 49,868人 22,272人 4,573,440円 

合  計 261,037人 68,188人 16,753,620円 

（２）令和２年度  

 入館者数 うち有料入館者数 入館料収入 

本 館 53,865人 11,838人 4,291,590円 

大 利 根 分 館 2,335人 837人 164,600円 

大多喜城分館 43,128人 19,700人 4,372,000円 

分館海の博物館 31,890人 18,511人 3,596,560円 

合  計 131,218人 50,886人 8,133,160円 
 

（３）令和元年度 

 入館者数 うち有料入館者数 入館料収入 

本 館 108,751人 19,586人 7,330,010円 

大 利 根 分 館 11,275人 1,414人 343,210円 

大多喜城分館 62,419人 24,756人 5,030,870円 

分館海の博物館 49,868人 22,272人 4,300,240円 

合  計 232,313人 68,028人 17,004,330円 
 

10 令和４年度主要展示事業 

（１）特別展 本 館 ・特別展「鯨」 
令和４年７月１６日（土）～９月２５日（日） 

（２）季節展示等 本 館 ・春の展示「苔松・苔梅―春を寿ぐうめのきごけ」 
令和４年１月８日（土）～５月８日（日） 

・トピックス展「五百沢智也氏が描いた房総の風景」 
令和４年４月２９日（金）～ ６月１９日（日） 

・秋の展示「おはまおりー海へ向かう神々の祭―」 
令和４年 １０月２２日（土）～ 令和５年１月９日（月・祝） 

・出土遺物公開事業「柏北部東地区の遺跡展」 
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令和５年１月２１日（土）～令和５年２月２６日（日） 

公益財団法人千葉県教育振興財団との共催 

・春の展示「ちばの植物 探・検・隊！」 

令和５年３月１１日（土）～５月２８日（日） 

（３）生態園トピックス展  ・カエル 
令和４年３月１日（火）～５月１５日（日） 

・第１１回生態園ギャラリー 
令和４年７月５日（火）～９月４日（日） 

・生態園の意外な動物たち 
令和５年２月２８日（火）～６月４日（日） 

（４）分館海の博物館  ・令和４年度収蔵資料展「九十九里浜の海の生きもの」 
令和４年７月１６日（土）～９月４日（日） 

・マリンサイエンスギャラリー「房総の魚 名魚・珍魚・ふ

つうの魚」 
令和５年２月２３日（木・祝）～５月７日（日） 
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千葉県立現代産業科学館の概要 

令和５年１月１２日 

１ 設置目的及び展示内容等 

  子どもから大人まで、だれもが産業に応用された科学・技術を体験的に学ぶことができる場を提供する

ことを目的として、平成６年６月１５日に開館した。   

 （１）[展示内容の構成] 

  ①「現代産業の歴史」 

現代の日本、 および千葉県の基幹産業である電力・石油・鉄鋼産業について、 人が電気や鉄、石油と出会い、   

どのように近代工業へと発展したか、その発展の歴史や現代の技術を紹介する。 

 

  ②「先端技術への招待」 

先端技術とはどのようなものか、またそれは私たちの生活や社会をどのように変えるのかについてエレクトロ 

ニクス・バイオテクノロジーなどを中心に紹介する。 

 

  ③「創造の広場」 

         創造の科学・生活の科学・サイエンスステージ・放電実験室の4つのコーナーなどを設置し、科学現象の不思議

さや楽しさを実際に参加し体験する。 

 

    ④その他 

・「科学情報コーナー」 図書室と、宇宙や時空に関する展示 

・「サイエンスドーム」  夏にプラネタリウムの上映を行うなど＜直径23 mのドーム型スクリーン＞ 

・「サイエンスドームギャラリー」 当館の展示に関連する幅広い展示を行う（入場料無料） 

・「屋外展示」      自然石をもとにつくられたオブジェ「好奇心の門」「不思議のたね」 

・「特設コーナー」      収蔵資料や展示・運営協力会の協力で、話題性のあるテーマの展示を行う  

・「ワークショップ」   パイロット体験 スバル360解体展示等 

 （２）展示・運営協力会 

 館の活動や充実・発展のため趣旨に賛同する専門的な知識を有する団体及び個人が、館の活動に対し支援及

び助言を目的として設置（平成６年６月１３日） 

       ・会員数   １００ （うち団体会員数６４） 

    ・協力事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施 設 等 

 （１）敷地面積         １８，１８１．８５㎡ 

 （２）建物概要 建築面積     ５，１５０．１４㎡   

         延床面積     ８，４９２．６１㎡ 

         構  造    鉄骨鉄筋コンクリート造  

         階  数    地上２階、地下１階 

 

３ 職員構成 

      館 長  １人、副館長  ２人、 

職 員  庶務課 ４人（うち１名臨任）、普及課 ７人、学芸課 ９人  計  ２３人 

         会計年度任用職員（一般事務 １人、展示解説員 ３人、主任技術員 ６人、 

障害者雇用 １人、事務補助 １人 計 １２人） 

 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 

講演会 0 回 0 回 0 回 1 回 1 回 

展示会 1 回 1 回 0 回 1 回 1 回 

実験、工作教室 8 回 0 回 2回 12回 11 回 

サイエンスショー 4回 0 回 0 回 5 回 6回 

特設コーナー 0 回 0 回 0 回 3回 2回 
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４ 令和４年度の主な事業    総事業費 １４５，２９７千円  （前年度比 ２，００２千円減） 

 （１）展示事業費               １５，３１８千円 （前年度比   １６８千円増） 

・企画展 「ネジる ツナガる－ モノ× ネジ×ヒト－」 ５，５７２千円 <10/15～12/4> 

・ドーム活性化事業「プラネタリウム上映」 ５，６５５千円 <8/ 5～ 8/24> 

サイエンスドームを活用して、夏季に最新設備によるプラネタリウム上映会を実施し、

幅広い階層の来場者の入館を促進 。            観覧者数 9,962人 

 

 （２）普及・調査研究事業等        ２６，８８５千円 （前年度比 ２，２９８千円減） 

   ・解説員・技術員の人件費  ２４，８７３千円 ・調査研究費  ３３５千円 

 常設展示室の広報や科学技術、産業技術等に関する総合的な調査・研究を行い資料の収集、教育

普及活動の展開を行う経費など 

 

 （３）庁舎・維持管理費          １０３，０９４千円 （前年度比 １２８千円増） 

館の施設設備等の維持、保守点検並びに運営に要する経費など 

 

５ 入館者の状況 

 ①開館からの１００万人毎の達成年月日 

    ・平成 ９年８月２８日 入館者１００万人  ・平成１２年８月１５日 入館者２００万人  

    ・平成１５年７月１３日 入館者３００万人  ・平成２０年８月２６日 入館者４００万人 

    ・平成２６年８月１８日 入館者５００万人  ・令和 ４年８月 ３日 入館者６００万人 

      

  ②過去５年間の入館者の推移                    （単位：人）  

年 度 入館者数 開館からの累計 開館日数（臨時休館日数）       

 

                                 

 

 

２９年度 173,163 5,627,428   305 日 

３０年度 165,900 5,793,328   305 日 

元年度 128,819 5,922,147   281 日（ 25 日） 

２年度 17,057 5,939,204 175 日（131 日） 

  ３年度 39,446 5,978,650 305 日  

 

③令和４年度入館者数 ※１２月末日                   （単位：人） 

開館日数 

305日 

(年間) 

区 分 乳幼児 小・中学生 高・大学生 一 般 計 

個 人 7,114 11,865 739 43,032 62,750 

団 体 415(21) 3,674(54) 215(7) 997(26) 5,301(108) 

合 計 7,529 15,539 954 44,029 68,051 

                                      ※( )は団体数 

【参考】令和３年度入館者数                       （単位：人） 

開館日数 

305日  

区 分 乳幼児 小・中学生 高・大学生 一 般 計 

個 人 4,685 5,979 495 27,989 39,148 

団 体 96(5) 69(2) 73(3) 60(2) 298(12) 

合 計 4,781 6,048 568 28,049 39,446 

                                      ※( )は団体数 

   平成３０年度入館者数                        （単位：人） 

開館日数 

305日  

区 分 乳幼児 小・中学生 高・大学生 一 般 計 

個 人 12,701 23,102 990 113,168 149,961 

団 体 2,218(56) 9,099(147) 578(13) 4,044(160) 15,939(376) 

合 計 14,919 32,201 1,568 117,212 165,900 

                                      ※( )は団体数                 
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令和４年度 千葉県立関宿城博物館の概要 

R4.12.20 

１ 沿革 

  千葉県立関宿城博物館は、昭和６３年に設置基本構想を策定し、平成７年１１月１日

に機関設置され、同年１１月１０日に開館し、今年で２８年目となります。 

建物は、利根川と江戸川に挟まれた（江戸川の流頭部）野田市関宿三軒家のスーパー

堤防上に建設され、かつての関宿城を模した天守閣を再現し、４階の展望室から利根川

や江戸川の流れはもとより、筑波山をはじめ富士山など関東一円の山並みを一望するこ

とができます。 

 

２ 関宿城博物館の使命 

  川と人々のかかわりについての歴史・産業・文化・自然等に関する資料の収集・保管・

調査研究と情報の発信を行い、県民の生涯学習の場を提供します。 
 
３ 施設等概要 

  敷 地 面 積   １１,１３４.８１㎡（県 6,240.36 ㎡、国 4,894.45 ㎡） 

  建物延床面積    ２,１７２.３１㎡（休憩所・屋外トイレを含む） 

  構    造   鉄筋コンクリート造り平屋一部３層４階、木造平屋造り 

  施    設   １階：常設展示室(1)～(3)、集会室、収蔵庫、事務室 等 

           ２階：企画展示室  ３階：多目的室(展示室) 

           ４階：展望室 

  日 本 庭 園 約４,０００㎡ 芝生広場、枯山水、四季の樹木 等 

 

４ 館の組織 

           庶務課長(1)   庶務課(2)、会計年度任用職員(1)  

   館長(1)     

           学芸課長(1)   学芸課(2・再任用含む) 、会計年度任用職員(1) 

５ 予算 

   総額３９，６３１千円（前年度比 ＋８７８千円） 

①  展示事業費 ４，０６２千円   

②  普及・調査研究事業費 ５８６千円 

③  庁舎等維持管理事業費 ３４，９８３千円 
 
６ 展示内容 

 （１）常設展示 

   ア 展示室(1)「近現代の利根川・江戸川」 

      実物大の水塚の再現展示、明治時代以降の利根川流域の河川改修工事や利根  

運河の開削など。 

   イ 展示室(2)「近世の利根川・江戸川」 

      江戸時代初めの利根川流域の河川改修、手賀沼・印旛沼の干拓など。 

   ウ 展示室(3)「河川交通と伝統産業」 

      近世から近現代の利根川水運の推移、河岸の発展、様々な文化や民俗など。 

エ 企画展示室「関宿藩と関宿」 

      関宿藩の歴史や関宿城の資料、藩主久世氏関係資料など。 
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 （２）企画展示 

     「関東 塩ものがたり」 

9／30（金）～11／27（日） 

・概要：江戸時代、市川行徳の塩田は関東随一の塩の産地でした。本企画展では、 

人が生きるための必需品として海から川を通じて内陸全土に運ばれた「塩」 

をテーマに、関東地方における生産と流通の歴史を紹介した。特に、行 

徳塩田の成立と興隆、瀬戸内産の塩との商業的攻防などを示す資料を系統 

的に展示することで、千葉県の歴史・文化・自然に対する見学者の関心を 

深めることを目的とした。  

【関連事業】 

        (体験教室)10 月・11 月に計 2回 

また、11 月に関連講演会を開催 

            10 月に展覧会に関連した歴史散歩（日帰りの旅）を実施 

             (展示解説会) 10 月・11 月に 3日間実施 

        【入館者数 14,705人】 

 

 （３）その他の展示 

    ア 2022「国際博物館の日」記念事業 パネル展「川辺の鳥たち」 

4／19（火）～ 6／26（日） 

        ・自然環境の豊かな川辺には多くの鳥たちが集まります。そんな鳥たちの

様子をパネルで紹介した。 

【入館者数 19,174 人】 

イ パネル展「関宿周辺 歴史探検」       6／28（火）～ 9／25（日） 

   ・関宿とその周辺に残る古代から近代までの史跡を、写真で紹介した。 

    【入館者数 21,587人】 

ウ 関宿城写生コンクール作品展              9／13（火）～ 10／2（日） 

   ・関宿城周辺を題材とした写生画を公募し、作品を展示した。 

    【入館者数 6,387人】 

エ 第 22回関宿城百景写真展                   12／2（金）～ 1／15（日） 

・関宿城周辺を題材とした写真を公募し、作品を展示中。 

オ 昔のくらし展                1／17（火）～ 4／16（日） 

・昔なつかしい、かつての生活用具や農工具などを展示予定。 

 

７ 主な教育普及事業 

    ア 歴史講座  

・古文書を読む（入門編・初級編 各３回連続）計６回 

イ 博物館セミナー  

・調査協力員等による研究成果の発表 ７回 

ウ 体験教室－みんなでふれあい体験－ 

    ・河川敷の野鳥観察会 ２回 

・河川敷のいきものさがし（小学生向け）（一般向け） 各１回 

・関宿城下を歩こう（城下町コース）３回 

・関宿城下を歩こう（河川コース） ２回 
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エ ミュージアムトーク（展示解説会） 12回  

       オ 研修会「教員のための博物館利用研修会」 

        カ 学習支援 

        ・常設展示案内 

キ 郷土食講座  

（新型コロナウイルス感染拡大の防止のため中止。 

・そば打ち ［打ち方コース］、［打ち方＋ゆで方コース］ 

・小麦まんじゅうづくり   ・鷹菜漬け 

    ク イベント・ワークショップ  

（新型コロナウイルス感染拡大の防止のため一部中止。） 

・ 関宿城で初日の出をみよう  ・ 県民の日イベント  

  ・ 夏休み子どもスケッチ 高瀬船を描こう    

・ お正月飾りを作ろう    ・ 関宿城でお正月  

・ 出前授業、学校等団体対応、職場体験・インターンシップ等 

 

 

８ 収蔵資料                        （令和 4 年 3 月 31 日現在） 

総 数 内

訳 

民 俗 古文書・古典籍 美術工芸 写 真 埋蔵文化財 

28,714 635 22,016 5,869 193    1 

 

 

９ 入館者数                             （令和 4 年 3 月 31 日現在） 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

入 館 者 数 95,784 人 89,315 人 57,700 人 85,541 人 

開 館 日 数 308 日 281 日 191 日 300 日 

累計入館者数 3,080,832 人 3,170,417 人 3,227,847 人 3,313,388 人 

    ※平成 25 年 4月 20 日 入館者 250 万人達成、平成 30 年 4月 28 日 入館者 300 万人達成 
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千葉県立房総のむらの概要（令和４年度）

1 使 命
千葉県立房総のむらは、伝統的なくらしや道具、ものづくりの技を保存・継承し、

新たな価値を見いだし、展示や体験をとおして歴史や文化を学ぶ博物館を目指す。
また、歴史や自然を愛する心を育み、伝統文化の理解や学習、地域づくりを支援

する。

2 沿 革
昭和61年4月1日 機関設置。総屋・めし屋・そば屋の公開開始。
平成4年6月15日 下総・安房の農家の設置に伴い、全施設の公開開始。
平成16年4月1日 房総風土記の丘（昭和51年開館）と統合。入場料有料化。
平成18年4月1日 指定管理者制度導入。

指定管理者：(財)千葉県教育振興財団(3年間）。
平成21年4月1日 指定管理者：(財)千葉県教育振興財団(５年間)。
平成26年4月1日 指定管理者：(公財)千葉県教育振興財団(５年間)。
平成31年4月1日 指定管理者：(公財)千葉県教育振興財団(５年間)。

３ 施 設
（１）住 所 印旛郡栄町龍角寺１０２８
（２）敷地面積 約５１ｈａ
（３）建 物 計２８棟

・再現建物 24 棟 管理棟･総合案内所･商家16･武家屋敷･農家3･農村歌舞伎舞台･水車小屋
・風土記の丘資料館 1 棟
・指定文化財建造物 3 棟 国指定：旧学習院初等科正堂・旧御子神家住宅

県指定：旧平野家住宅
（４）展 示 室 1,037.41㎡（商家８棟214.11㎡・風土記の丘資料館823.3㎡）

４ 組 織（令和５年１月１日現在）
（１）職員数 １１０名

県退職等 事務員 学芸員 嘱 託 技術員 時間雇用 合 計
館 長 1 １
副 館 長 1 １
管 理 課 2 4 1 １ 5 １３
事 業 課 6 1 5 5 ３0 ４8 ９５
広報普及グループ ２ １ 1 2 ５ ８ １９
商家グループ ３ 2 １３ ２７ ４５
農家グループ １ 1 １ ９ １０ ２２
風土記の丘グループ 3 ３ ３ ９

計 １０ 5 5 6 ３１ ５３ １１０
※ 学芸員資格保有者：１９名

（２）組織図

館長 副館長 管理課

経営アドバイザー会議 事業課
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５ 予 算 (単位:千円)

令和４年度当初 令和３年度当初 令和２年度当初
指定管理料 ４１９,２００ ３７８,０００ ３９８,６００

６ 常設展示の構成
（１）ふるさとの技体験エリア

・商家の町並み景観と武家屋敷
商家１６棟、武家屋敷及び総合案内所の復元建物

各々の調度品及び生活歳時記を展示
商家２階

女性の髪型・藍染・和菓子をつくる・浮世絵－彫りと摺り－・
生活の中の和紙・お酒ができるまで・くすり・竹とくらすを展示

・農家と耕作景観
上総の農家、下総の農家、安房の農家

農家の佇まいと調度品の展示及び生活歳時記の展示
稲作栽培景観と四季折々の畑作栽培景観
災いよけの屋外展示

水車小屋
米の精白

・おまつり広場
農村歌舞伎舞台

（２）歴史と自然を学ぶ風土記の丘エリア
・風土記の丘資料館（大規模改修中 令和５年度再開予定）
・屋外展示 龍角寺古墳群・岩屋古墳

復元竪穴住居（大規模改修に伴い令和５年度再開予定）
旧学習院初等科正堂、旧御子神家住宅、旧平野家住宅

７ 収蔵資料（令和４年８月３１日現在）

考古資料 自然資料 民俗資料 合 計
資 料 数 ９，４６３ ２０８ ３，０２１ １２，６９２

８ 入館者数

入館者 入館料
(単位：人) うち有料 うち外国 （単位：円）

令和３年度 129,111 39,556 1 11,327,800
令和２年度 68,224 21,908 38 6,315,730
令和元年度 216,780 55,348 6,814 15,153,860
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９ 令和４年度主要事業

（１) イベント（まつり）
・春のまつり (５/３～５) 入館者12,547名
・むらの縁日・夕涼み (８/6,7) 入館者13,777名
・秋のまつり (10/1,2) 入館者 3,952名
・ふるさとまつり (11/3) 入館者 4,551名
・むらのお正月 (1/3,4) 入館者 5,503名
・さくらまつり (3/25,26予定)

（２) 展覧会
・民家展示 昔の暮らし (10/1 ～ 11/13)
・トピックス展 上総掘りでホリヌキ井戸を掘る (7/16～11/23)

（３) 講座・講演会等
・考古学講座 (10/16)
・里山観察会 (9/24,10/8,11/26)
・野鳥観察会 (2/18予定)
・歴史の里の音楽会 (10/9)
・房総座（落語会) (6/19,10/29,1/29予定)
・伝統芸能入門 (6/19,8/20,11/27)
・北総江戸めぐり (9/19,3/12予定)

（４) 日常の実演・体験演目
・商家町並み めし屋・そば屋・川魚の店・菓子の店・お茶の店・呉服の店・

小間物の店・本瓦版の店・紙の店・細工の店・畳の店・酒燃料
の店・瀬戸物の店・木工所・鍛冶屋と武家屋敷で演目を実施。

・農家 上総・下総・安房の農家で農事暦・生活歳時記・手工芸・機織
り・食品加工・こどものあそびなどの演目を実施。

・風土記の丘資料館 勾玉作り、観察会などの演目を実施。
・総屋（広報普及) 伝統文化入門などを実施。
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千葉県立博物館情報システムの概要と今後の更新予定 

 

１ 概要 

博物館情報システムは、ＩＣＴにより県民財産である博物館資料の効率的な管

理・活用及び千葉県の豊かな自然や文化の魅力発信を目的として、平成４年度に運

用を開始した。現在、県立博物館５館３分館、計８施設（美術館・中央博物館・分

館海の博物館・大利根分館・大多喜城分館・現代産業科学館・関宿城博物館・房総

のむら）で運用している。 

 

２ 経緯 

  平成４年度  情報システム供用開始（ＮＴＴデータ通信㈱） 

  平成９年度  ウェブサイト公開開始 

  平成１０年度 システム更新（ＮＴＴデータ通信㈱） 

  平成１４年度 デジタル・ミュージアム公開開始 

  平成１８年度 システム更新（㈱ニューソン）、メールマガジン配信開始 

  平成２３年度 契約延長（１年） 

  平成２４年度 システム更新（富士通リース㈱） 

  平成２９年度 契約延長（１１か月）、現行システム運用開始 

 

３ システムの内容 

（１）収蔵資料データベース（収蔵資料情報の管理、一般への公開）【Musetheque V4】 

 ・登録件数 516,198 件、総公開点数 415,811 件（画像 34,963 件を含む） 

  ※令和４年１２月１日現在 

    ※詳細は別紙１を参照 

（２）各県立博物館ウェブサイト【i-City Portal】 

 ・デジタル・ミュージアム ９１番組 

  （内訳：美術館１０、中央博物館４５、分館海の博物館４、大利根分館２、大  

多喜城分館２、現代産業科学館５、関宿城博物館９、房総のむら１４） 

   ※千葉県立博物館ホームページ一覧を参照 

   ・メールマガジン 

   ・電子メール（イベントの電子受付対応を含む） 

   ・ネットワーク環境の整備（来館者用 Wi-Fi など） 

   ・保守管理等（各館への端末等のリース、外部データセンターの運用、保守等） 
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４ 現行契約 

（１）内容 

・発注者：千葉県立中央博物館長 

 受託者：富士通リース株式会社（現：ＦＬＣＳ株式会社） 

・平成３０年３月から令和５年２月までの５年間の長期継続契約 

・令和６年２月まで現行契約を延長予定（１年間） 

（２）前期システムからの主な改善点 

・ハード、ソフトの更新によるセキュリティと県民サービス向上 

・ウェブサイト管理システム（ＣＭＳ）の機能改善、スマートフォン対応 

・収蔵資料データベースの改善と入力機能強化 

 

５ 今後のシステム更新予定 

  ・令和５年度に契約、データ移行 

   令和６年３月１日から次期システム運用開始 

  ・改善したい点 

   ①セキュリティー強化 

   ②博物館ホームページの改善（オープンデータ化の促進、イベント申込みの利

便性など） 

   ③無線ＬＡＮ対応エリアの拡充 

   ④インターネット回線の増速 

   ⑤資料データベースのクラウド化 

   ⑥その他 
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（参考）千葉県立博物館ホームページ一覧 

 

千葉の県立博物館 

（http://www2.chiba-muse.or.jp/） 

 

 

 

千葉県立美術館 

（http://www2.chiba-muse.or.jp/ART/） 

 

 

千葉県立中央博物館 

（ http://www2.chiba-muse.or.jp/NATURAL/ ） 

 

 

千葉県立中央博物館分館海の博物館 

（ http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU/ ） 

 

 

千葉県立中央博物館大利根分館 

（http://www2.chiba-muse.or.jp/OTONE/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県立中央博物館大多喜城分館 

（http://www2.chiba-muse.or.jp/SONAN/） 

 

 

千葉県立現代産業科学館 

（ http://www2.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/ ） 

 

 

千葉県立関宿城博物館 

（http://www2.chiba-muse.or.jp/SEKIYADO/） 

 

 

千葉県立房総のむら 

（http://www2.chiba-muse.or.jp/MURA/） 
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資料登録件数　（令和4年12月1日現在） 

館別登録件数 

館 名 登録件数 データ公開件数 公開画像点数 

美術館 9,591 2,852 950

中央博物館 427,230 386,538 22,091

大利根分館 12,340 1,403 1,251

大多喜城分館 1,020 463 368

分館海の博物館 12,625 12,549 844

現代産業科学館 2,599 2,038 2,320

関宿城博物館 7,782 6,846 4,987

房総のむら 43,011 3,122 2,152

合 計 516,198 415,811 34,963

分類別件数 

分 類 登録件数 データ公開件数 公開画像点数 

動物 177,835 172,836 8,057

植物・菌類 177,554 167,900 735

岩石 20,560 522 1,108

地学景観画像 219 216 238

古生物 18,099 15,994 7,225

人文 79,053 32,763 14,330

年中行事 61 0 0

工業・科学技術 2,599 2,038 2,320

美術作品 2,870 2,852 950

図書・刊行物 37,346 20,688 0

雑誌 2 2 0

合 計 516,198 415,811 34,963
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対応等

1
県立博物館・美術館が主催する講座・イベ
ント等を検索でき、申込（予約）ができる
こと

資料以外の横断検索について
次期システムで検討予定

2
県民の声（要望・苦情等）を受け付ける窓
口的なものをもうけること メールアドレスを各館HPに設置

3
団体予約システム（感染症拡大防止）
を導入すること 検討中

4
学校関係者に、県立博物館・美術館が提供
している授業で使える素材・コンテンツ・
プログラム等を一望できること

各館の学校団体向けページで実施済み

5

県立博物館・美術館が公開している、研究
報告、「おうちでミュージアム」の各種
コンテンツ等のダウンロード件数を確認で
きること

次期システムで検討予定

6
動画コンテンツの作成・編集を可能とする
機器のリースをすること

予算に限りがあるため、
情報システムとは別に各館で行う

提言

次期博物館情報システムにのぞむこと（令和２～３年度千葉県博物館協議会）
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［関係法令］ 

博物館法（昭和 26 年 12 ⽉ 1 ⽇法律第 285 号、最終改正：令和 4年 4 ⽉ 15 ⽇法律第 24 号） 
（⽬的） 
第⼀条 この法律は、社会教育法（昭和⼆⼗四年法律第⼆百七号）及び⽂化芸術基本法（平
成⼗三年法律第百四⼗⼋号）の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を
定め、その健全な発達を図り、もつて国⺠の教育、学術及び⽂化の発展に寄与することを⽬
的とする。 
（定義） 
第⼆条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、⺠俗、産業、⾃然科学等に関する
資料を収集し、保管（育成を含む。以下同じ。）し、展⽰して教育的配慮の下に⼀般公衆の
利⽤に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を⾏い、
併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを⽬的とする機関（社会教育法による公
⺠館及び図書館法（昭和⼆⼗五年法律第百⼗⼋号）による図書館を除く。）のうち、次章の
規定による登録を受けたものをいう。 
（博物館の事業） 
第三条 博物館は、前条第⼀項に規定する⽬的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を
⾏う。 
⼗ 社会教育における学習の機会を利⽤して⾏つた学習の成果を活⽤して⾏う教育活動そ
の他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。 
⼗⼆ 学校、図書館、研究所、公⺠館等の教育、学術⼜は⽂化に関する諸施設と協⼒し、そ
の活動を援助すること。 
（博物館協議会） 
第⼆⼗三条 公⽴博物館に、博物館協議会を置くことができる。 
２ 博物館協議会は、博物館の運営に関し館⻑の諮問に応ずるとともに、館⻑に対して意⾒
を述べる機関とする。 
第⼆⼗四条 博物館協議会の委員は、地⽅公共団体の設置する博物館にあつては当該博物
館を設置する地⽅公共団体の教育委員会（地⽅教育⾏政の組織及び運営に関する法律（昭和
三⼗⼀年法律第百六⼗⼆号）第⼆⼗三条第⼀項の条例の定めるところにより地⽅公共団体
の⻑が当該博物館の設置、管理及び廃⽌に関する事務を管理し、及び執⾏することとされて
いる場合にあつては、当該地⽅公共団体の⻑）が、地⽅独⽴⾏政法⼈の設置する博物館にあ
つては当該地⽅独⽴⾏政法⼈の理事⻑がそれぞれ任命する。 
第⼆⼗五条 博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議
会に関し必要な事項は、地⽅公共団体の設置する博物館にあつては当該博物館を設置する
地⽅公共団体の条例で、地⽅独⽴⾏政法⼈の設置する博物館にあつては当該地⽅独⽴⾏政
法⼈の規程でそれぞれ定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準につい
ては、⽂部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 
 
博物館法施⾏規則（昭和 30 年 10 ⽉ 4 ⽇⽂部省令第 24 号、最終改正：令和 4 年 9 ⽉ 30 ⽇⽂部科学省令第 34 号） 
第三章 博物館協議会の委員の任命の基準を条例で定めるに当たつて参酌すべき基準 
第⼗⼋条 法第⼆⼗⼆条の⽂部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、
家庭教育の向上に資する活動を⾏う者並びに学識経験のある者の中から任命することとす
る。 
 
博物館の設置及び運営上の望ましい基準（平成 23 年 12 ⽉ 20 ⽇⽂部科学省告⽰第 165 号） 
（学校、家庭及び地域社会との連携等） 
第⼗⼀条 博物館は、事業を実施するに当たっては、学校、当該博物館と異なる種類の博物
館資料を所蔵する博物館等の他の博物館、公⺠館、図書館等の社会教育施設その他これらに
類する施設、社会教育関係団体、関係⾏政機関、社会教育に関する事業を⾏う法⼈、⺠間事
業者等との緊密な連携、協⼒に努めるものとする。 
2 博物館は、その実施する事業において、利⽤者及び地域住⺠等の学習の成果に基づく知識
及び技能を⽣かすことができるよう、これらの者に対し、展⽰資料の解説、講演会等に係る
企画⼜は実施業務の補助、博物館資料の調査⼜は整理その他の活動の機会の提供に努める
ものとする。 





博物館管理規則 制定概要 

 

 

１ 制定理由 

令和４年３月「千葉県教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関

する条例」制定により、博物館の設置、管理及び廃止に関する事務について、知事が管

理・執行することが定められた。これを受けて「教育機関設置条例」が改正され、博物

館の管理規則については知事が定めることとなったことから、現行の教育委員会規則を

廃止し、知事が所管する規則として新たに制定したものである。 

 

２ 制定内容 

千葉県立美術館、千葉県立中央博物館、千葉県立現代産業科学館、千葉県立関宿城  

博物館の管理に関し必要な事項 

・開館時間（第二条） 

・休館日（第三条） 

・入館の制限（第四条） 

・入場券（第五条） 

・禁止行為（第六条） 

・損害の賠償（第七条） 

・委任（第八条） 

 

３ 施行日 

  令和４年４月１日 



 

博物館協議会運営規則（令和 4年 4 ⽉ 1 ⽇千葉県規則第 29 号） 
（趣旨） 
第⼀条 この規則は、教育機関設置条例（昭和三⼗⼆年千葉県条例第四号）第⼆⼗⼀条の⼆
第五項の規定により、博物館協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要
な事項を定めるものとする。 
（会⻑及び副会⻑） 
第⼆条 会議に会⻑及び副会⻑を置く。 
２ 会⻑及び副会⻑は、委員の互選によってこれを定める。 
３ 会⻑及び副会⻑の任期は、⼆年とする。ただし、再選されることができる。 
４ 会⻑は、会務を総理し、協議会を代表する。 
５ 副会⻑は、会⻑を補佐し、議⻑に事故があるとき⼜は会⻑が⽋けたときは、その職務を
代理する。 
（会議の招集） 
第三条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会⻑が招集し、会⻑が会議の議⻑とな
る。 
２ 会⻑は、会議の開催の場所及び⽇時並びに会議に付議すべき案件を開会⽇の七⽇前ま
でに委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 
３ 前項の通知をした後に緊急を要する案件があるときは、同項の規定にかかわらず、直ち
にこれを会議に付議することができる。 
（会議） 
第四条 会議は、定例会及び臨時会とする。 
２ 定例会は、年三回以上これを招集しなければならない。 
３ 臨時会は、必要がある場合において、その案件に限りこれを招集する。 
（議事） 
第五条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 
２ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによ
る。 
（分科会） 
第六条 会⻑は、運営上必要と認めるときは、協議会に分科会を設置することができる。 
２ 分科会に属すべき委員は、会⻑が指名する。 
３ 分科会に分科会⻑を置き、当該分科会に属する委員の互選によってこれを定める。 
４ 第三条及び前条の規定は、分科会について準⽤する。この場合において、これらの規定
（第三条第⼀項を除く。）中「会議」とあるのは「分科会会議」と、「委員」とあるのは「当
該分科会に属する委員」と、同項中「協議会」とあるのは「分科会」と、「「会議」とあるの
は「「分科会会議」と、「会議の」とあるのは「分科会会議の」と、同項及び同条第⼆項中「会
⻑」とあるのは「分科会⻑」と読み替えるものとする。 
（関係職員の出席） 
第七条 関係職員は、会議及び分科会に出席して意⾒を述べることができる。 
（庶務） 
第⼋条 協議会に関する庶務は、千葉県⽴中央博物館において処理する。 
（委任） 
第九条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会⻑が定める。 
附 則 
この規則は、令和四年四⽉⼀⽇から施⾏する。 
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